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0.6ｍ 
未満 

一の感知区域 

主たる天井面 

取
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け
面

の
高

さ
 

（主たる天井面が高い場合の例） 

0.6ｍ 
主たる天井面 未満 

1.5ｍ未満 

一の感知区域 

取
付

け
面

の
高

さ
 

（主たる天井面が低い場合の例） 

0.6ｍ 
未満 

主たる天井面 
1.5ｍ以上 

一の感知区域 

取
付

け
面

の
高

さ
 

第 10－100 図 
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0.6ｍ 
以上 

６ｍ未満 

一の感知区域 

主たる天井面 

（主たる天井面が高い場合の例） 

取
付

け
面

の
高

さ
 

（主たる天井面が低い場合の例） 

0.6ｍ 
主たる天井面 以上 

1.5ｍ未満 

６ｍ未満 

一の感知区域 

取
付

け
面

の
高

さ
 

0.6ｍ 
主たる天井面  以上 

1.5ｍ以上 

６ｍ未満 

一の感知区域 

取
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け
面

の
高

さ
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0.6ｍ 
以上 

３ｍ未満 

６ｍ以上 

一の感知区域 

主たる天井面  

（主たる天井面が高い場合の例） 

0.6ｍ 
以上 

３ｍ以上 

６ｍ以上 

Ａ感知区域 Ｂ感知区域 

主たる天井面  

第 10－102 図 
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け
面

の
高

さ
 

（主たる天井面が低い場合の例） 

0.6ｍ 
主たる天井面 以上 

６ｍ以上 

1.5ｍ 
未満 

一の感知区域 

取
付

け
面

の
高

さ
 

0.6ｍ 
主たる天井面 以上 

1.5ｍ以上 

６ｍ以上 

Ａ感知区域 Ｂ感知区域 

第 10－103 図 
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（段違いの高い部分の幅が 1.5ｍ以上で、主たる天井面の幅が６ｍ未満の場合
の例） 

0.6ｍ 

以上  主たる天井面 

取
付

け
面

の
高

さ
 

1.5ｍ以上 1.5ｍ以上 ６ｍ未満 

ａ ｂ ｃ 

一の感知区域 

（平面図） 

ａ，ｂ及びｃを一の感知区域とすることができる。 

 ただし、感知器は段違いの高い天井面に設けること。 

感知器の必要個数  

  

設置する感知器１個の感知面積（㎡） 

（段違いの高い部分の幅が 1.5ｍ以上で、主たる天井面の幅が６ｍ以上の場合の例） 

0.6ｍ 

以上    主たる天井面 

1.5ｍ以上 1.5ｍ以上 ６ｍ以上 

Ａ感知区域 Ｂ感知区域 Ｃ感知区域 

第 10－104 図 
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取
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け
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の
高

さ
 

（段違いの高い部分の幅が３ｍ未満の場合の例） 

主たる天井面 主たる天井面 

0.6ｍ 
以上 

３ｍ未満 

ａ        ｂ        ｃ 

一の感知区域 

 
 
 
 

 
ｃ 

 

 

ｂ 
ａ 

ａ，ｂ及びｃを一の感知区域とすることができる。  
ただし、感知器は段違いの高い天井面に設けること。 

（平面図） 

感知器の必要個数 ＝ 

ａ ｂ ｃ ＋ ＋ 

設置する感知器１個の感知面積（㎡） 

第 10－105 図 

高い段違いの天井等 

１／２Ｌ Ｌ Ｌ 

Ｌ：30ｍ（２級） 

（平面図） 

一の感知区域 3ｍ未満 

第 10－106 図 



 
 

76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5ｍ 
以上 

３ｍ以上 

 
 
 
 
 
 

３ｍ以上 

３
ｍ

以
上

 

（平面図） 
面積 20 ㎡以上の棚、はり出し 

（棚、はり出しの場合の例） 

（つり天井の場合の例） 

0.5ｍ 
以上 

３ｍ以上 

 
 
 
 
 
 

面積 20 ㎡以上の吊り天井 （平面図） 

３
ｍ

以
上

 

３ｍ以上 

第 10－107 図 

0.5ｍ 
 未満 

３ｍ以上 

 
 
 
 
 
 

３ｍ以上 

３
ｍ

以
上

 

（平面図） 
面積 20 ㎡以上の棚、はり出し等 

（棚、はり出しの場合の例） 

第 10－108 図 
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10 

Ｌ未満 Ｌ Ｌ Ｌ未満 

（平面図） 

第 10－109 図 

Ｌ未満 Ｌ Ｌ Ｌ未満 

頂上部 

ｈ 

 
10 

Ｄ 

ａ感知区域 ｂ感知区域 

前チの傾斜した天井等の
場合に準じて設ける。 

第 10－111 図 

10 
 

Ｄ 

ａ感知区域 ｂ感知区域 

第 10－110 図 
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Ｄ 

ａ感知区域 ｂ感知区域 

第 10－112 図 

 

10 

３以上 

10 

第 10－113 図 

前チの傾斜した天井等の
場合に準じて設ける。 

3 以上 
1.5ｍ未満 

 

（平面図） 
1.5ｍ未満 

第 10－114 図 

前チの傾斜した天井等の
場合に準じて設ける。 

3 以上 
1.5ｍ以上 

 

第 10－115 図 

（平面図） 
1.5ｍ以上 

前チの傾斜した天井等の
場合に準じて設ける。 
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3 以上 
1.5ｍ以上 

 
換気口 

越屋根部分 
（換気口） 

越屋根部分 
（換気口） 

（平面図） 
1.5ｍ以上 

第 10－116 図 

前チの傾斜した天井等の
場合に準じて設ける。 

（ ）：３種の場合 

第 10－117 図 

廊下及び通路 

15ｍ（10ｍ）以下 30ｍ（20ｍ）以下 30ｍ（20ｍ）以下 
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（
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30

ｍ
（
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ｍ
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傾斜路 

 

第 10－118 図 

 

居室 

 

居室 

第 10－119 図 第 10－120 図 

10ｍ以下 10ｍ以下 

15ｍ（10ｍ）以下 30ｍ（20ｍ）以下 

天井面から 1ｍ以上の突出したはり等 

第 10－121 図 

隣接する両側の２感知区域までを限度として煙感知器の有効範囲内       とする。 
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踊り場 

第 10－122 図 

5ｍ未満 

5ｍ未満 

5ｍ未満 

第 10－123 図 
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機械室 

第 10－124 図 

飲食店 飲食店 

事務所 事務所 

事務所 物 販 

7.
5ｍ

 
7.

5ｍ
 

7.
5ｍ

 
7.

5ｍ
 

避難上有効な開口部を有しない壁 

（その１） 
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飲食店 
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事務所 
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物 販 

（その 2） 令８区画 
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飲食店 事務所 

事務所 事務所 

事務所 物 販 

 
共同住宅 

避難上有効な開口部を有しない壁 

7.
5ｍ

 
7.

5ｍ
 

7.
5ｍ

 
7.

5ｍ
 

（その 3） 
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共同住宅 

事務所 

事務所 

飲食店 

 
事務所 

 
事務所 

 
物 販 

令８区画 

共同住宅 

（その４） 

第 10－125 図 
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受光部 
光軸 

0.6ｍ以上 7m 以下 送光部 

 

送光部 
光軸 

受光部 

0.6ｍ以上 7m 以下 

1ｍ以内 公称監視距離（5 ～ 100ｍ） 1ｍ以内 

第 10－126 図 
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0.6ｍ 
以上 

7ｍ以内 

光
軸 

送光部 

第 10－127 図 

0.6ｍ 
以上 

7ｍ 

第 10－128 図 

送光部 

光
軸 

（軒の高さ（ｈ）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ）の 80％未満となる場合） 

：送光部 

：受光部 

：監視区域 

ｈ
 

0.
8H

 

Ｈ
 

第 10－129 図 
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：送光部 

：受光部 

：監視区域 

（軒の高さ（ｈ）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ）の 80％以上となる場合） 

第 10－130 図 

ｈ
 

0.
8H

 

Ｈ
 

：送光部 

：受光部 

：監視区域 

（軒の高さ（ｈ１、ｈ２）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ１、Ｈ２）の 80％未満とな 
る場合） 

第 10－131 図 

  

ｈ
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Ｈ
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（軒の高さ（ｈ１、ｈ２）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ１、Ｈ２）の 80％以上となる
場合） 

ｈ
1 

Ｈ
1 

  

：送光部 

：受光部 

：監視区域 

第 10－132 図 

：送光部 

：受光部 

：監視区域 

（軒の高さ（ｈ１、ｈ２）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ１、Ｈ２）の 80％未満となる
場合） 

第 10－133 図 
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Ｈ
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：送光部 

：受光部 

：監視区域 

（軒の高さ（ｈ１、ｈ２）が天井等の高さの最高となる部分の高さ（Ｈ１、Ｈ２）の 80％以上となる
場合） 

  ｈ
1 

Ｈ
1 

第 10－134 図 

：送光部 

：受光部 

：監視区域 

（越屋根部の幅（Ｗ）1.5ｍ以上の場合（越屋根が換気等の目的に使用されていない場合）） 

Ｗ 
1.5ｍ以上 

第 10－135 図 
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：送光部 

：受光部 

：監視区域 

（越屋根部の幅（Ｗ）1.5ｍ以上の場合（越屋根が換気等の目的に使用されている場合）） 

Ｗ 
1.5ｍ以上 

第 10－136 図 

：送光部 

：受光部 

：監視区域 

（越屋根部の幅（Ｗ）が 1.5ｍ未満の場合） 

Ｗ 
1.5ｍ以上 

第 10－137 図 
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：送光部 

：受光部 

：監視区域 
第 10－138 図 

 
 

 
公称監視距離（5 ～ 100ｍ）を超える空間 

天  井  等 

第 10－139 図 

 

 
 

１ｍ以内 

公称監視距離（5 ～ 100ｍ）を超える空間 

第 10－140 図 

天  井  等 

通
路
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受光部 
光軸 

送光部 

 送光部と受光部を交互に設置する 

送光部 
光軸 

受光部 

第 10－141 図 

θ 
天井等 

1.2ｍ 

有効に監視できる空間 

θ  ：視野角 

：炎感知器 

：監視空間 

第 10－142 図 
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Ａの監視空間 

Ｂの監視空間 

Ｂ 

：Ａの有効監視範囲 ：Ｂの有効監視範囲 

第 10－143 図 

1.2ｍ 

天 井 等 

別の感知器 
θ 

第 10－144 図 

：未監視区域 

：1.2ｍ 
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天 井 等 

θ 

第 10－145 図 

1.2ｍ 

：未監視区域 

別の感知器 
天井等 

θ 

棚、張り出し等 

別の感知器 

1.2ｍ 

：未監視区域 

第 10－146 図 
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1.0 ～ 1.5ｍ 

 
道路面 

1.0 ～ 1.5ｍ 

道路面 

監
視
員
通
路 

監
視
員
通
路 

第 10－147 図 

50 ㎝以上 天井裏 

点検口 

第 10－148 図 
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機器収納箱 

階段 

廊下 

歩行距離 50ｍ以下 

居室 居室 居室 居室 居室 

バルコニー 

 
居室で 60dB 以上の音圧を確保できない部分が存する場合は、 

地区音響装置を増設して設ける。 

第 10－149 図 

暗騒音が平均 88dB であるため、地区音響装置の音圧が、 

暗騒音よりも 6dB 以上強くなるようカラオケボックス内にベルを増設する。 

廊下 
地区音響装置 

廊下 

第 10－150 図 

カラオケボックスの例） 
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ヘッドホンご使用の際、大きい音で⾧時間聞くと、 
聴力低下のおそれがあるのでご注意下さい。 
また、非常時において警報音が聞こえにくくなりますので併せてご
注意下さい。 
（当店では音量レベルを最大『40dB』に設定しています。） 

個室内 

第 10－151 図 

（説明文による注意喚起の例） 

（拡大図） 


